
常 任 委 員 会 報 告
　12月10日の本会議において、各常任委
員会に付託された議案審査は、慎重な審
査の結果、全議案について可決した。

総
務
常
任
委
員
会
（
12
月
13
日
）

質
問
「
議
案
第
８０
号
基
金
の
一
括
運
用
に
伴
う
関
係
条
例
の

整
備
に
関
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
、
基
金
に
は
、
２５
の
種
類
と

国
保
の
特
別
会
計
の
１
つ
を
あ
わ
せ
て
２６
あ
る
が
、
今
回
の
９

つ
以
外
は
、
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確

実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
既
に

規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答
弁
基
金
一
括
運
用
を
こ
れ
か
ら
行
っ
て
い
く
。
そ
の
中
で

一
括
運
用
を
行
う
基
金
は
、
２２
基
金
を
予
定
し
て
お
り
、
今
回

の
９
基
金
以
外
に
１３
基
金
あ
る
。
そ
の
１３
基
金
は
、
有
価
証
券

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
規
定
は
含
ま
れ
て
い
る
た
め

改
正
し
な
い
。
今
回
の
改
正
で
２２
基
金
の
管
理
規
定
を
同
一
に

し
て
、
複
数
の
基
金
を
一
体
の
も
の
と
と
ら
え
、
基
金
全
体
を

ま
と
め
る
こ
と
で
、
債
券
運
用
が
可
能
と
な
る
。

質
問
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
あ
る
が
、ど
の
よ
う
な
も
の
で
、リ
ス
ク
は
な
い
の
か
。

ま
た
、
だ
れ
が
決
定
を
す
る
の
か
。

答
弁
有
価
証
券
は
、
安
全
性
を
優
先
し
て
、
満
了
日
を
む
か

え
た
ら
元
本
が
補
償
が
さ
れ
る
、
国
債
、
地
方
債
、
政
府
関
係

機
関
債
を
予
定
し
て
い
る
。
購
入
に
関
し
て
は
市
長
ま
で
の
決

裁
で
購
入
を
行
う
。

質
問
「
議
案
第
８３
号
令
和
６
年
度
小
城
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
７
号
）　
歳
入
１６
款
１
項
２
目　
利
子
及
び
配
当
金
」

に
つ
い
て
、
市
と
し
て
財
政
状
況
が
厳
し
い
中
で
、
こ
こ
に
あ

る
基
金
利
子
の
額
を
、
国
債
等
で
運
用
す
る
こ
と
で
あ
げ
て
い

き
た
い
と
い
う
目
的
が
あ
り
、
基
金
全
体
的
に
も
シ
フ
ト
を
考

え
て
い
る
の
か
。

答
弁
今
ま
で
は
金
融
機
関
の
定
期
預
金
等
の
利
子
を
確
保
し

て
い
た
が
、
金
利
も
上
昇
局
面
で
も
あ
り
、
有
価
証
券
な
ど
、

有
利
な
も
の
を
活
用
し
て
い
き
た
い
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会
（
12
月
12
日
）

質
問
「
議
案
第
81
号
小
城
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
利

用
者
負
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い

て
、
利
用
者
負
担
金
が
現
行
よ
り
１
・
６
７
倍
の
増
と
の
こ
と

だ
が
、
保
護
者
へ
の
説
明
は
あ
っ
た
か
。
保
護
者
の
意
見
や
理

解
は
ど
う
か
。

答
弁
今
年
度
利
用
さ
れ
て
い
る
保
護
者
に
は
７
月
に
通
知
を

配
布
、
来
年
度
新
１
年
生
の
保
護
者
に
は
１０
月
か
ら
１１
月
の
就

学
時
健
康
診
断
で
周
知
、
全
保
護
者
に
は
１０
月
の
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
案
内
で
周
知
し
た
。
保
護
者
の
意
見
と
し
て
は
、
物

価
高
騰
や
人
件
費
高
騰
の
状
況
は
明
ら
か
で
あ
り
、
負
担
増
に

は
な
る
が
、
概
ね
了
解
と
の
意
見
が
多
か
っ
た
。
他
に
も
国
は

保
育
料
だ
け
で
な
く
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
も
無
償
化
す
べ
き
、

低
学
年
の
待
機
児
童
が
発
生
し
な
い
よ
う
努
力
し
て
ほ
し
い
等

の
意
見
が
あ
っ
た
。

質
問
「
議
案
第
８３
号
令
和
６
年
度
小
城
市
一
般
会
計
補
正
予

算
第
７
号
歳
出
１０
款
６
項
２
目　
健
康
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
管

理
運
営
事
業
」
に
つ
い
て
、
当
初
予
算
で
ア
イ
ル
の
工
事
の
説

明
は
あ
っ
て
い
る
が
、
工
事
に
よ
る
休
業
補
償
の
補
正
予
算
を

計
上
す
る
と
き
に
事
前
に
議
会
に
説
明
し
理
解
を
求
め
予
算
化

す
べ
き
だ
が
、
説
明
が
あ
っ
て
い
な
い
。
議
会
の
承
認
・
承
諾

が
な
い
と
予
算
執
行
は
で
き
な
い
大
原
則
が
あ
る
。
管
理
職
の

自
覚
不
足
で
は
な
い
か
。

答
弁
議
会
へ
の
説
明
を
怠
っ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
申
し
訳

な
か
っ
た
。
１２
月
１１
日
の
経
営
戦
略
会
議
で
、
当
初
予
算
説

明
・
議
決
の
内
容
か
ら
大
き
く
変
わ
る
場
合
や
新
た
な
予
算
が

必
要
に
な
っ
た
場
合
は
、
議
会
へ
の
報
告
を
行
う
よ
う
再
度
確

認
し
、
各
部
長
か
ら
各
所
属
へ
も
周
知
徹
底
す
る
よ
う
指
示
し

た
。
今
回
の
よ
う
な
こ
と
が
今
後
起
き
な
い
よ
う
充
分
注
意
し

て
い
く
。

※
尚
、
議
案
第
８1
号
に
つ
い
て
は
、「
利
用
者
の
負
担
金
の
改

定
に
つ
い
て
は
昨
今
の
物
価
高
な
ど
に
よ
る
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
の
運
営
に
係
る
人
材
確
保
、
処
遇
改
善
と
い
う
こ
と
は
理
解

で
き
る
が
、
利
用
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
よ
り
よ
く
過
ご
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
環
境
改
善
を
図
る
こ
と
」
と
い
う
内
容
の

付
帯
決
議
を
付
し
た
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会
（
12
月
16
日
）

質
問
「
議
案
第
83
号
令
和
６
年
度
小
城
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
７
号
）
歳
出
７
款
商
工
費
１
項
商
工
費
２
目　
商
工
振

興
費
企
業
誘
致
推
進
事
業
」
に
つ
い
て
、
当
初
は
電
気
料
金
の

助
成
で
予
算
を
組
ん
で
い
た
も
の
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
得
る

の
か
。

答
弁
　
当
初
電
気
料
補
助
と
い
う
こ
と
で
予
算
計
上
を
し
て

い
た
が
、
土
地
取
得
の
費
用
や
電
気
料
の
実
績
を
把
握
で
き
た

と
こ
ろ
で
、
電
気
料
よ
り
も
土
地
取
得
の
補
助
が
相
手
に
と
っ

て
有
利
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
、
相
手
に
と
っ
て
有
利
な
ほ
う

で
補
正
予
算
を
増
額
し
て
い
る
。

質
問
　
相
手
が
有
利
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
か
。

答
弁
　
条
例
で
、
土
地
取
得
の
10
％
ま
た
は
３
年
間
の
電
気

代
の
25
％
の
選
択
肢
が
あ
り
、
企
業
側
が
選
択
す
る
こ
と
な
の

で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
だ
け
の
予
算
を
確
保
す
る
た
め
増
額
補

正
し
て
い
る
。

質
問
「
議
案
第
83
号
令
和
６
年
度
小
城
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
７
号
）
歳
出
８
款
土
木
費
５
項
都
市
計
画
費
4
目　
公

園
費
」
に
つ
い
て
、
駅
前
広
場
使
用
料
の
財
源
組
替
だ
が
、
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。

答
弁
　
小
城
駅
の
駐
車
場
の
使
用
料
に
な
る
が
、
令
和
５
年

度
分
決
算
審
査
特
別
委
員
会
の
指
摘
を
受
け
、
補
正
予
算
を
計

上
し
た
。

質
問
　
駐
車
場
料
金
の
算
出
根
拠
と
実
績
は
。

答
弁
　
上
半
期
、
4
月
か
ら
9
月
ま
で
の
実
績
は
、
31
万
９

千
２
百
円
に
な
り
、
月
平
均
５
万
円
ほ
ど
な
の
で
、
12
カ
月
分

で
60
万
円
を
計
上
し
て
い
る
。
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